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多重債務問題 ・・・貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、

その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸
問題をいう。 （改正貸金業法附則第66条）

多重債務者 ・・・消費者金融等からの複数債務を抱える債務者や返しきれない債務を抱える債務者

改正貸金業法成立
（2006.12.13）

改正貸金業法完全施行
（2010.6.18）

１．貸金業者からの無担保無保証借入の１人当たり残高及び複数件の借入残高がある人数の推移

うち

５件以上
借入あり

【万円】

（出典） （株）日本信用情報機構公表資料から金融庁作成

【万人】

１人当たり
借入残高

３件以上
借入あり
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１．貸金業者からの無担保無保証借入の１人当たり残高及び複数件の借入残高がある人数の推移②

（出典） （株）日本信用情報機構公表資料から金融庁作成

【万円】 【万人】
１人当たり
借入残高

３件以上
借入あり

うち

５件以上
借入あり
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【参考】多重債務相談窓口に関する取組

・ 多重債務者相談強化キャンペーン期間（例年9月～12月末）に実施しているポスターの掲出、

リーフレットの配布・設置に加えて、LINE及びTwitter広告を実施し、相談対応を必要とする

方々への無料相談会や常設の相談窓口の周知・広報を実施。

 多重債務相談窓口の周知

LINE及びTwitter広告の実施（多重債務者相談強化キャンペーン2021 ）

・ 昨年度に続き、多重債務者本人の御家族が多重債務相談窓口に相談に訪れた場合の対応等に

ついて、財務局の多重債務相談員向けのロールプレイング研修（オンライン方式）を貸金業協

会と連携して実施。

・ 財務局の多重債務相談窓口の担当者間において、情報交換や知見の共有等を図るため、貸金

業協会の参画も得て、情報交換会を実施。

 相談対応の質的向上

多重債務相談員のロールプレイング研修・情報交換会の実施
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１－１．相談件数（受付年度別推移）

（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センターから寄せられた「多重債務」に関する相談件数（2021年10月31日登録分まで）。
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２.「多重債務」に関する消費生活相談の概況（１）



（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センター等から寄せられた「多重債務」に関する相談件数（2021年10月31日登録分まで）。

１－２．相談件数（受付月別推移）
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２.「多重債務」に関する消費生活相談の概況（２）



３．様々な形態の取引への対応

■SNS個人間融資・給与ファクタリング・後払い現金化に関する注意喚起の推進

 政府広報の活用や関係機関との連携を通じた注意喚起を推進

 Instagramのアカウントを新規開設して注意喚起を実施

 各種広報媒体（アクセスFSA）を活用した注意喚起を実施

政府広報

（2021年８月22日政府広報ラジオに出演）

金融庁広報誌（アクセスFSA）

■注意喚起の実施

（2021年10月４日発行）

Instagram

（2021年８月24日公式アカウント開設）

① 給与ファクタリング

② SNS個人間融資

③ 後払い（ツケ払い）現金化
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３．様々な形態の取引への対応 （SNS個人間融資）

■SNS個人間融資に関する悪質な書込みへの直接返信の実施

 Twitterにおいて個人間融資の勧誘を行っている悪質な書込みに対し、金融庁公式

アカウントから直接返信することで、個別にも注意喚起(2019年11月～)。

 2021年８月より、Twitterに加え、Instagramにおいても直接返信を開始。

 これまでに500件を超える数の直接返信を実施し、注意喚起対象アカウント情報は捜

査当局へ提供するとともに、運営会社へ報告。これらの取組みにより、その７割以上

でアカウントが削除・凍結されるなどの効果がみられている。

 悪質な書き込みを継続しているアカウントに対しては、再度注意喚起を実施。

個人間融資の勧誘を行っている書込み 金融庁公式アカウントからの直接返信

○直接返信の例

直接返信数：522件
・アカウントが削除又は凍結されたもの：375件（71.8％）

・投稿が削除されたもの ：54件（10.3％）

○直接返信の実施状況（2021年12月14日現在）
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４．成年年齢引下げを踏まえた若年者向け情報発信等（１）

■「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン（※）

 令和４年4月から成年年齢が18歳に引き下げられることを踏まえ、関係４省庁（消費者庁、法務省、文
部科学省、金融庁）が連携し、関係機関等を巻き込んだ重層的取組を実施。

（※）令和３年３月22日 若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定
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４．成年年齢引下げを踏まえた若年者向け情報発信等（２）

■消費者被害の防止に資する若年者向け情報発信
 若年者に必要な情報が届くよう、若年者向けの消費者庁公式LINE・Twitterを活用し、

各種注意喚起メッセージや啓発動画・ポスター等を発信。
 動画投稿イベントやポスターデザインコンテスト等の若者参加型の取組も実施。

「消費者庁若者ナビ！」LINE
（2021年8月開設）

啓発動画啓発ポスター

「18歳から大人」Twitter
（2021年３月開設）

ポスターデザインコンテスト
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５．成年年齢引下げを踏まえた金融機関等への対応

 民法改正により、2022年４月に成年年齢が18歳に引き下げられ、親の同意を得ることなく貸付契約を締結できるようになる。
このため、若年者が過大な債務を負うような事態が生じないよう、貸金業者における貸金業法（総量規制等）の遵守状況の確認に加
え、貸金業者による自主的な取組みを把握・推進していく。

 貸金業者による自主的な取組みについて、日本貸金業協会において、当庁と連携してアンケート調査を実施し、利用限度額を通常よりも
低く設定するなどの取組みを把握。日本貸金業協会に対して貸金業界への周知や横展開を要請し、これらの取組みを推進してきたところ。

 金融庁としては、各貸金業者における規程類・システムの整備や体制の構築、研修の実施等により、貸金業者による自主的な取組みが
実効的に行われるよう、業界に促す。また、SNSへの投稿等により、積極的に注意喚起を行っていく。

金融庁広報誌（アクセスFSA）

■成年年齢引下げを踏まえて若年者を対象に「ヤミ金融の注意喚起」

（2021年10月４日発行）（2021年11月11日金融庁公式アカウントから配信）

皆さん、令和４年４月に、成年年齢が引き下げられるのをご存知ですか？20歳から18歳に引き下げられ

るので、令和４年４月以降は、18歳、19歳の人も、成人として、一人で有効な契約をすることができるよう

になります。その影響はとても大きく、皆さんの周りでも色々な影響が出てくると思います。その環境整備

のために、政府では、「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」というもの

を開催して、各府省庁で連携して様々な課題への対応を行っています。金融庁貸金業室が所管する貸

金業の関係では、18歳、19歳の人が無計画に貸金業者からお金を借りすぎて、過大な債務（借金）を負う

ような事態が生じないよう、業界団体とも連携して、このような年代の人への貸付けに当たって適切な対

応が行われるための取組みを推進しているところです。

（中略）

本誌では、ヤミ金融の新たな手口を３つ紹介しますので、読者の皆さまにおかれては是非知っていただ

くとともに、周りの家族や友人達に教えてあげてください！特に、18歳、19歳の方においては、令和４年４

月以降、ご自身の判断・決定で様々な社会活動を行っていくことになると思いますが、そんな中でも、ヤミ

金融には絶対に手を出さないよう、本当に、本当に注意してください！

お金に困っていても、甘い言葉には要注意！～ヤミ金融の新たな手口～

Instagram・Twitterの投稿例

2021事務年度 金融行政方針（ｐ18）
成年年齢引下げを踏まえて、若年者が過大な債務を負うような事態が生じないよう、貸金業者における法令の遵守

状況を確認するとともに、若年者への貸付けに当たっての貸金業者等による自主的な取組みが今後も実施されるよ
う、業界に促す。
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５．成年年齢引下げを踏まえた金融機関等への対応
（銀行カードローンアンケート調査結果（2021年11月時点））

都市銀行等
（5）（注１）

その他の銀行
（25）（注２）

地銀
（63）

第２地銀
（37）

カードローン自体取扱なし 1 12 0 0

20歳未満の者には提供を予
定していない（注３）

4 11 63 37

20歳未満の者に提供予定
（注４） 0 2 0 0

（単位：行）2022年４月以降、20歳未満の者へのカードローン商品の提供方針

（注１） 都市銀行等：三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行
（注２） その他の銀行：信託銀行、ネット銀行等
（注３） 調査時点において方針検討中の先含む
（注４） カードローンの商品性に鑑み学生向けの奨学ローンについては、アンケート集計対象に含めず

※ 提供予定としている銀行については、若年者が過大な債務を負うような事態が生じないよう、今後継続的にモニタリングを実施の予定
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銀行によるカードローン等貸付け 貸金業者による消費者向け貸付け

（兆円）

（注）「カードローン等」は、カードローン（当座貸越方式）、応急ローンおよびカードキャッシングの合計。
（出典）金融庁「貸金業関係資料集」、日本銀行時系列統計データより、金融庁作成

（年度）

６．銀行カードローンについて

（参考）信用金庫のカードローン等残高

2019年度末 2020年度末

6,106億円 5,244億円

○ 国内銀行のカードローン等の残高と
貸金業者による消費者向け貸付け残高の推移
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（参考）貸金業者等におけるカードローンにかかる求償権残高

（注１）カードローン保証業務を行っている貸金業者28先（連結子会社含む）の合計額

（注２）上記貸金業者等のカードローンに係る債務保証残高（2021年9月末）は、3.7兆円

（注３）一部、カードローン以外の求償権（証書貸付等）を含む

（参考）貸金業者等におけるカードローンにかかる求償権残高

2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末 2020年度末 2021年9月末

1,561億円 1,904億円 2,398億円 2,906億円 3,275億円 3,394億円 3,197億円 3,190億円
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